
 

 

 

 

 

 

令和７年度「ユニセフ・キャラバン・キャンペーン」の実施について 

 

島根県教育委員会及び公益財団法人日本ユニセフ協会では、令和７年度「ユニセフ・キャ

ラバン・キャンペーン」を下記のとおり実施しますのでお知らせします。 

 

１ 目 的  ユニセフの活動や世界の子どもたちの状況について知り、学校におけるユ

ニセフ支援活動の促進を図る。また、国際理解教育や探究学習の場で広く

活用されている「SDGs（持続可能な開発目標）」の理解を深めるとともに、

「こども基本法」にも明記された「子どもの権利条約」について学び、子

どもたちのウェルビーイングにつなげる。  

 

２ 主 催  島根県教育委員会・公益財団法人 日本ユニセフ協会 

 

３ 主 管  島根県教育庁学校教育課 

 

４ 後 援  文部科学省・外務省 

 

５ 開催日時  令和７年１１月４日（火）・令和７年１１月５日（水） 

        ※研修内容及び会場等については別紙１を参照ください。 

 

６ 講 師  公益財団法人 日本ユニセフ協会 

学校事業部 副部長    石 尾 匠   氏 

 マネージャー 高 円 承 子 氏 

 

７ そ の 他 ・取材を希望される場合は、10 月 30 日(木)17 時までに島根県教育庁学校教 

育課（担当：中村 / 恩田）へお知らせください。 

（TEL:0852－22－6865 / 5419 ） 

       ・本件に関わる日本ユニセフ協会のプレスリリースにつきましては、別紙２

を参照ください。 

 

 

 

 

 

令和７年１０月２８日 

教育庁学校教育課 

担当者 中村・恩田 

電話番号 0852-22-6865/5419 



令和７年度 「ユニセフ・キャラバン・キャンペーン」日程等について 

 

１．日 程 

令和７年１１月４日（火） 

９：３０～１２：００ ユニセフ研修会（参加者：県内指導主事・社会教育主事） 

〔くにびきメッセ〕 

１）世界の子どもたちの状況とユニセフの活動について 

２）SDGｓの目指す世界・子どもの権利の視点を活かした学級 

  経営について 

３）学校で活用できるユニセフの資料・ウェブサイトの紹介 

 

１４：２０～１６：１０ 島根県立横田高等学校でユニセフ教室（１年生徒６３名） 

１） 世界の子どもたちは、いま～紛争、気候変動、貧困、栄養 

危機～ 

２）子どもの権利（人権）について 

３）体験学習・解説 

４）生徒代表の感想発表とユニセフ協会からのメッセージ手交 

 

令和７年１１月５日（水） 

９：４０～１０：００ 副知事とのメッセージ交換〔３０１会議室（県庁本庁舎３階）〕 

１０：００～１０：１５ ユニセフ取材対応〔応接室（県庁本庁舎３階）〕 

１０：４０～１１：００ 教育委員会代表とのメッセージ交換〔教育長室〕 

 

１４：４５～１５：３５ 松江市立第三中学校でユニセフ教室 

（１～２年児童 １５１名） 

１） 世界の子どもたちは、いま～紛争、気候変動、貧困、栄養 

危機～ 

２）子どもの権利（人権）について 

３）体験学習・解説 

４）生徒代表の感想発表とユニセフ協会からのメッセージ手交 

 

２．その他 

※ユニセフ研修会 

世界の子どもたちの状況や SDGs およびユニセフの活動についての理解を深めたり、子

どもの権利条約についてワークを通じて学習したりすることを通して、ユニセフについ

ての理解を深める研修会。また、学校で活用できるユニセフの動画や資料、ウェブサイ

トも紹介する。 

※ユニセフ教室 

世界の子どもたちが置かれた様々な状況について映像を用いながら説明したり、水道

が普及していないネパールの農村で、子どもたち家族のために水汲みに使っている真鍮

製の水がめ（水を入れると約 15ｋｇ）を使って、実際に水運びを体験したりする教室。 
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